
資料２

消費税率の引上げに伴う水道料金・加入金について

【改正前】 【改正後】

（１）　水道料金　（平成21年4月1日改正） （１）　水道料金　（平成31年10月1日改正予定）
下記表により算出した額に100分の108を乗じて得た額。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数額を切り捨てる。 下記表により算出した額に100分の110を乗じて得た額。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数額を切り捨てる。

13㎜ 　 10㎥まで 680 円 　13㎜ 　 10㎥まで 680 円

20㎜ 〃 990 円 　20㎜ 〃 990 円

25㎜ 〃 1,120 円 　10㎥ を超え 30㎥ まで 105 円 　25㎜ 〃 1,120 円 　10㎥ を超え 30㎥ まで 105 円
30㎜ 〃 2,500 円 　30㎥ を超え    50㎥ まで 125 円 　30㎜ 〃 2,500 円 　30㎥ を超え    50㎥ まで 125 円
40㎜ 〃 5,000 円 　50㎥ を超え  100㎥ まで 150 円 　40㎜ 〃 5,000 円 　50㎥ を超え  100㎥ まで 150 円
50㎜ 〃 7,500 円 　100㎥ を超え 200㎥ まで 170 円 　50㎜ 〃 7,500 円 　100㎥ を超え 200㎥ まで 170 円
75㎜ 〃 12,500 円 　200㎥ を超え 190 円 　75㎜ 〃 12,500 円 　200㎥ を超え 190 円
100㎜ 〃 18,750 円  100㎜ 〃 18,750 円
150㎜～ 〃 37,500 円  150㎜～ 〃 37,500 円

100㎥まで 5,200 円 　  1㎥ 増すごとに 70 円   100㎥まで 5,200 円 　  1㎥ 増すごとに 70 円
  一般用に準じ、世帯数に応じた額   一般用に準じ、世帯数に応じた額

（２）　加入金　（平成26年4月1日改正） （２）　加入金　（平成31年10月1日改正予定）

 13㎜ 円  13㎜ 円

 20㎜ 円  20㎜ 円

 25㎜ 円  25㎜ 円

 40㎜ 円  40㎜ 円

 50㎜ 円  50㎜ 円

 75㎜ 円  75㎜ 円

100㎜以上 100㎜以上

（３）　手数料　（平成21年4月1日改正） （３）　手数料

円 円

円 円

円 円

円 円

　給水証明手数料 円 　給水証明手数料 円

　指定給水装置工事事業者証交付手数料 円 　指定給水装置工事事業者証交付手数料 円

用途・口径 基本料金（１ヶ月・税抜き） 超過料金（1㎥につき・税抜き） 用途・口径 基本料金（１ヶ月・税抜き） 超過料金（1㎥につき・税抜き）

浴場営業用 浴場営業用

集合用 集合用

口 径 金 額（税込み） 口 径 金 額（税込み）

102,800 104,700
226,200 230,300
493,700 502,800
1,512,000 1,540,000
2,700,000 2,750,000
6,804,000 6,930,000

随時市長が定める 随時市長が定める

13㎜　・　20㎜ 1,000 13㎜　・　20㎜ 1,000
25㎜ ～ 2,000 25㎜ ～ 2,000
13㎜　・　20㎜ 2,000 13㎜　・　20㎜ 2,000
25㎜ ～ 4,000 25㎜ ～ 4,000

150 150
20,000 20,000

　設計審査手数料 　設計審査手数料

　竣工検査手数料 　竣工検査手数料

一
般
用

一
般
用


